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中国における鳥インフルエンザ値7N9亜型)'の発生に係る防疫対策の強化に

ついて

当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げます。

さて、標記のことについて、農林水産省消費・安全局長より通知がありましたのでお知

らせします。
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中国における鳥インフルエンザ(H7N9亜型)の発生に係る防疫対策の強化につ

いて

このことにっいて、別添のとおり各都道府県知事宛て通知いたしましたので、御了知の

上、円滑な防疫対策の実施につき御協力方お願いいたします。

また、貴職におかれましては、家畜防疫の重要性を十分に御理解の上、傘下会員各位等

に対し周知されますとともに、適切な対応がなされるよう御指導方よろしくお願いいたし
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都道府県知事殿

中国における鳥インフルエンザ、(H7N9亜型)の発生に係る防疫対策の強化

について

高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)

にっいては、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)、高病原性鳥インフルエンザ

及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(平成器年10月10

農林水産大臣公表)及び、「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫

指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について」(平

成23年10月1日付け23消安第34的号農林水産省消費・安全局長通矢Π)に基・づき、各都

道府県に本病の発生状況等を把握するための検査の実施をお願いしているところで

す。

今般、中国において、 H7N9亜型のインフルエンザウイノレスのヒトへの感染・死亡事

例が継続して確認されているところですが、今月4日、中国農業部により上海市内の

卸売市場のハトから、H7N9亜型のインフルエンザウイルスが検出された旨の公表があ

りました。当該ウイルスの遺伝子解析から、当該ウイルスは鳥類には低病原性である

ため、.既に中国の家きんや野鳥に広く感染している可能注が考えられます。

ごのような状況を踏まえ、「平成24年度における高病原性鳥インフルエンザ等の防

疫対策の強化について」(平成24年9月10日付け24消安第3025号農林水産省消費・安

全局長通知)に基づき行っている本病の発生予防措置の徹底及び監視体制の強化につ

いて、この機に再度御確認いただくとともに、下記の事項も併せて御対応いただきま

,ーよう、粘顧いいたします。
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0 ハトにおける本病の監視体制の構築について

ンース鳩又は伝書鳩を飼養する者に対し、卿俳氏の検査ヘの協力を依頼し、協力が

得られたところについて、速やかに同検査を実施すること。



1 目的

これまで検査の対象とされていなかったレース鳩及び伝書鳩を対象に鳥インフル

エンザの検査を行い、高病原性鳥インフノレエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの

万がーの侵入時の早期摘発に万全を期する。

2 対象

レース鳩及び伝書鳩

3 検査の方法

レース鳩及び伝書鳩の新鮮糞便を採取し、A型インフルエンザウイルス遺伝子の

検査を実施する。

A型インフルエンザウイルス遺伝子力部昜性の検体については、弱亜型もしくは町
1

亜型の判定のための遺伝子検査を実施するとともに、ウイルス分離を行う。

4 検査結果を踏まえた対応

検査の結果、H5亜型もしくは町亜型のインフルエンザウィルスが分雜された場合、

もしくはH5亜型もしくは辨亜型のインフルエンザウイルスに特異的な遠伝子が検出

された場合には、当該鳩群の自主淘汰を指導する。

5 その他

検体数等の詳細については別途連絡する。

レース鳩及び伝書鳩を対象とした鳥インフルエンザの検査について
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